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土地利用規制法の構成イメージ

都市計画法

建築基準法

農地法

農振法（農業振興地域の
整備に関する法律）

農業振興地域

農用地区域農用地区域農用地区域 市街化区域
（用途地域）用途地域

単体規定

用途地域
市街化区域
（用途地域）

市街化区域
（用途地域）

農地転用は届出
農地転用は原則許可

市街化調整区域

都市計画法適用外（ただし、１ha以上の開発については許可が必要）

松江圏都市計画区域

宍道都市計画区域

行政区域

農地転用は許可
または不許可

用途地域

都市計画区域

集団規定（接道、用途、建ぺい率、容積率、高さ制限など）
単体規定（構造物の強度、採光、通風、防火など）

農振地域外農振白地地域
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農業振興地域：長期にわたり総合的に農業
振興を図る地域として県が指定。

農用地区域：農業振興地域内で集団的農用
地（１０ha以上）や土地改良事業対象農地
等を指定。原則農地転用不可であり、農地
としての土地利用に限られる。

農業振興地域・農用地区域 総括図


